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町
は
、御
船
町
に
住
所
が
あ
る
す
べ
て
の

人
を
対
象
に
し
た「
交
通
災
害
共
済
」に
加
入

し
て
い
ま
す
。
こ
の
保
険
は
、御
船
町
民
が

交
通
事
故
で
負
傷
や
死
亡
し
た
場
合
、入
院

や
通
院
な
ど
を
要
し
た
期
間
に
応
じ
て
、見

舞
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

▼
交
通
事
故
の
内
容

日
本
国
内
で
発
生
し
た
▽
自
動
車
▽
原
動

機
付
自
転
車
▽
自
転
車
▽
汽
車
▽
電
車
▽

航
空
機
▽
船
舶
▽
モ
ノ
レ
ー
ル
▽
ト
ロ

リ
ー
バ
ス
―
に
よ
る
運
行
事
故
。

▼
事
故
後
の
対
応

事
故
に
遭
っ
た
場
合
、必
ず
警
察
に
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
方
法

入
院
や
通
院
の
治
療
後
、役
場
総
務
課
地

域
・
防
災
係
で
必
要
な
書
類
を
持
っ
て
、

請
求
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
に
必
要
な
も
の

▽
印
か
ん
▽
交
通
事
故
証
明
書
▽
診
断
書

か
診
療
報
酬
明
細
書
▽
住
民
票

▼
請
求
期
限

　

事
故
に
遭
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内

▼
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　

役
場
総
務
課
地
域
・
防
災
係

　

☎
2
8
2
-1
1
1
1

　

　

御
船
町
町
民
交
通
災
害
共
済
は
、御
船
町

民
が
交
通
事
故
に
遭
っ
た
場
合
、保
険
の
口

数
や
障
害
の
級
に
応
じ
て
、共
済
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。

　

県
内
で
は
、ス
ピ
ー
ド
違
反
、前
方
不
注
意
、

飲
酒
運
転
な
ど
の
危
険
運
転
が
原
因
で
、悲

痛
な
交
通
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
交
通
事
故
で
、亡
く
な
る
人
の

半
数
以
上
が
高
齢
者
で
あ
り
、と
て
も
厳
し

い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

交
通
事
故
は
、予
期
せ
ぬ
時
に
突
然
襲
っ

て
き
ま
す
。
万
が
一
の
た
め
、そ
し
て
安
心

へ
の
備
え
と
し
て
、負
担
の
少
な
い
掛
金
で

保
障
が
し
っ
か
り
し
た
「
交
通
災
害
共
済
」

へ
の
加
入
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
時
期

　

い
つ
で
も
申
し
込
み
で
き
ま
す

▼
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

　

▽
印
か
ん
▽
加
入
口
数
に
応
じ
た
掛
金

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

役
場
総
務
課
地
域
・
防
災
係

　

☎
2
8
2
-1
1
1
1

▶役場（時間外・休日の直通）
 ☎282‒1111
▶教育委員会
　（カルチャーセンター）
 ☎282‒0888
▶スポーツセンター
 ☎282‒4111
▶恐竜博物館
 ☎282‒4051
▶天君ダム
 ☎284‒2057
▶御船町甲佐町衛生施設組合
　（ゴミ焼却場） ☎282‒0688
▶吉無田高原「緑の村」
 ☎285‒2210
▶養護老人ホーム「オアシス」
 ☎282‒0459
▶浄水センター
 ☎282‒7066
▶御船地区衛生施設組合
　（し尿処理場） ☎282‒2970
▶社会福祉協議会
 ☎282‒0785
▶上益城消防署
 ☎282‒1955
▶御船警察署
 ☎282‒1110
▶上益城地域振興局
 ☎282‒2111
▶御船保健所
 ☎282‒0016
▶御船町地域包括支援センター
 ☎282‒2911
▶眺世庵
 ☎282‒0806

生活便利帳

Good Life Information

お
知
ら
せ

　

県
交
通
安
全
協
会
で
は
安
全
協
会
の
会
員

で
、
無
事
故
や
無
違
反
運
転
の
人
を
対
象
に

「
永
年
無
事
故
運
転
者
」の
表
彰
を
行
っ
て
い

ま
す
。

▼
対
象
者　

平
成
23
年
6
月
30
日
現
在
で
、

運
転
免
許（
原
付
免
許
含
む
）を
取
得
後
、

無
事
故
や
無
違
反
運
転
で
、10
年
、20
年
、

30
年
、40
年
以
上
の
年
数
が
経
過
し
て
い
る

人
。た
だ
し
、運
転
免
許
証
の
住
所
が
御
船

警
察
署
管
内
で
、免
許
更
新
時
に
交
通
安

全
協
会
の
会
費
を
納
め
た
人
に
限
り
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

免
許
証
・
印
か
ん

▼
申
請
費
用　

無
料

▼
申
請
期
限　

5
月
31
日
㊋

▼
申
請
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

御
船
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局（
御
船

警
察
署
内
）

☎
２
８
２
‐
１
１
１
０

役
場
総
務
課
地
域
・
防
災
係

☎
２
８
２
‐
１
１
１
１

 

熊
本
地
方
法
務
局
で
は
、登
記
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
の
で
、気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日　

時

　

5
月
12
日
㊍　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

　

※
正
午
〜
午
後
1
時
ま
で
は
除
く

▼
場　

所　

役
場
１
階
第
一
会
議
室

▼
内　

容

土
地
や
建
物
に
関
す
る
売
買
、贈
与
や
相

続
な
ど
の
登
記
相
談

▼
問
い
合
わ
せ

　

熊
本
地
方
法
務
局
総
務
課
庶
務
係

　

☎
3
6
4
-2
1
4
5

　

町
で
は
、平
成
23
年
度
に
介
護
保
険
事
業

計
画
を
見
直
す
た
め
に
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、介
護
給
付
費

（
町
が
事
業
所
に
支
払
う
お
金
）が
増
え
て
い

く
中
で
、介
護
認
定
を
受
け
た
人
が
本
当
に

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
量
を
見
極
め
、

保
険
料
を
決
め
る
た
め
の
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

調
査
票
は
４
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者

▽
無
作
為
で
選
ん
だ
2
0
0
0
人

▽
町
内
に
住
む
65
歳
以
上
の
人

▽
要
支
援
１
以
上
要
介
護
２
以
下
の
認
定

　

を
受
け
て
い
る
人

▼
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
２
８
２
‐
１
３
４
９

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
福
祉
課
内
）

☎
２
８
２
‐
２
９
１
１

 

4
月
1
日
か
ら
、県
税
の
課
税
業
務
が
各

地
域
振
興
局
課
税
部
門
か
ら
県
税
事
務
所
へ

集
約
さ
れ
、申
告
書
や
届
出
書
な
ど
の
書
類

提
出
先
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、窓
口
業
務
の
▽
納
税
▽
納
税
証

明
書
の
発
行
▽
自
動
車
税
と
自
動
車
取
得
税

の
減
免
―
な
ど
は
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
県
税

事
務
所
、各
地
域
振
興
局
や
自
動
車
税
事
務

所
で
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
提
出
先
変
更
の
課
税
業
務

❶
法
人
県
税
・
事
業
税
❷
県
民
税
利
子
割
・

配
当
割
・
株
式
等
譲
渡
所
得
割
❸
県
た
ば

こ
税
❹
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
❺
鉱
区
税
❻
個

人
事
業
税
❼
軽
油
引
取
税
❽
産
業
廃
棄
物

税
❾
不
動
産
取
得
税
10
狩
猟
税
11
県
た
ば

こ
税
手
持
品
課
税
―
の
申
告
書
や
届
出
書
。

た
だ
し
、❻
〜
11
は
、上
益
城
地
域
、宇
城

地
域
、熊
本
市
を
除
き
、提
出
先
の
県
税
事

務
所
が
違
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

県
税
事
務
所

　

☎
3
5
2
-4
1
1
1

 

上
益
城
地
域
振
興
局
税
務
課

　

☎
2
8
2
-2
9
1
1

　

県
で
は
、子
ど
も
の
急
な
病
気
に
対
す
る
夜

間
の
小
児
救
急
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

相
談
は
、看
護
師
や
小
児
科
医
な
ど
が
対
応
し

ま
す
。急
な
病
気
の
応
急
処
置
や
受
診
可
能

な
医
療
機
関
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

▼
電
話
番
号　

♯
８
０
０
０

※
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
、Ｉ
Ｐ
電
話
、光
電
話
か

　

ら
は
☎
3
6
4
-9
9
9
9

▼
受
付
時
間　

午
後
7
時
〜
午
前
0
時

▼
問
い
合
わ
せ

　

県
健
康
福
祉
医
療
政
策
総
室

☎
3
3
3
-2
2
4
6

全
町
民
加
入
型
の
交
通
災
害
共
済

安
心
保
障
の
交
通
災
害
共
済

夜
間
の
小
児
救
急
相
談
に
対
応

無
料
登
記
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

無
事
故
・
無
違
反
の
運
転
者
を
表
彰

県
税
の
書
類
提
出
先
が
一
部
変
更
に

介
護
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
を

FILE❺

食器洗い乾燥機　編

省エネのススメ省エネのススメ省エネのススメ
家族で challenge ！ 地球を change!!

FILE12

省エネ行動と省エネ効果省エネ行動と省エネ効果省エネ行動と省エネ効果
「まとめ洗いと温度調節がポイント」

（参考資料／省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」）

使用するときはまとめ洗いを

省エネ　レッスン
余熱で乾燥すれば省エネ
洗浄終了後、扉を開けて余熱だけで乾燥させれば省エネです。

●手洗いの場合
　年間でガス81.62㎥
　年間で水道47.45㎥
●食器洗い乾燥機の場合
　年間で電気525.20kWh
　年間で水道10.80㎥
●［手洗いの場合］－［食器洗い乾燥機の場合］
　年間差額　　　　　　　　　約9,450円の節約
※給湯器（40℃）、使用水量 65Ｌ／回（冷房期間は給湯器を
　使用しない）の手洗いの場合と、給水接続タイプで標準モ
　ードを利用した食器洗い乾燥機の場合との比較

合計　　約23,470円

合計　　約14,020円

※治療は入院や通院が対象です。

１等級

２等級

３等級

４等級

５等級

１等級

２等級

３等級

４等級

５等級

死亡　　　

180日以上の治療

90日以上の治療

30日以上の治療

10日以上の治療

死亡　　　

180日以上の治療

90日以上の治療

30日以上の治療

10日以上の治療

10万円

5万円

3万円

1.5万円

1万円

10万円

5万円

3万円

1.5万円

1万円

金　額金　額災害の程度災害の程度区分区分

災害の程度と保障内容

※入院は180日、通院は90日までが限度です。

10口

20口

30口

40口

50口

10口

20口

30口

40口

50口

1,050円

2,100円

3,150円

4,200円

5,250円

1,050円

2,100円

3,150円

4,200円

5,250円

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

4万円－100万円

8万円－200万円

12万円－300万円

16万円－400万円

20万円－500万円

4万円－100万円

8万円－200万円

12万円－300万円

16万円－400万円

20万円－500万円

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

2,000円

4,000円

6,000円

8,000円

10,000円

2,000円

4,000円

6,000円

8,000円

10,000円

交通災害共済の内容

口数口数 死亡死亡掛金
（年額）
掛金

（年額）
障害

（1 級～1 4級）
障害

（1 級～1 4級） 通　院通　院入　院入　院

入院・通院（１日つき）入院・通院（１日つき）


